
各自治体においては、里親制度の拡充を図り家庭的環境での愛着関係

の形成や地域の中で子どもの個性を確保した養育を推進し、ひとりひと

りの子どもの社会への巣立ちを支援していただくようお願いする。

特に、里親制度の拡充を実際に進める上で、里親制度の普及啓発や里

親への支援を充実させることは極めて重要なことである 「里親支援機。

関事業」については、里親会等に事業の一部を委託する等の工夫をこら

し、積極的かつ効果的な実施を図っていただきたい。

（３）小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の創設について

社会的養護において家庭的な養護を推進するという観点から、里親が

５～６人程度の子どもを養育している事例（一部の自治体において「里

親ファミリーホーム」と呼ばれている形態）を参考にしつつ、改正児童

福祉法により小規模住居型児童養育事業（以下「ファミリーホーム」と

いう ）を平成２１年度より創設することとしたところである。。

ファミリーホームは、

① 家庭的な環境である養育者の住居で子どもを養育できること

② 複数の子どもが共に育つことによる相互作用も活かしつつ養育でき

ること

③ 複数の子どもを養育するための適切な体制を確保できること

といったメリットを有する養育事業となっている。

具体的には、養育者の住居において５～６名程度の子どもが生活を

送ることを前提とし、

① 養育者については、養育里親として２年以上同時に２人以上の委託

児童の養育の経験を有する者など、要保護児童の養育に関し相当の経

験を有する者とすること

② 家事や養育の補助を行う者を確保しなければならないこと

③ 住居については、委託児童の日常生活に支障がないよう必要な設備

を有し、養育者等が委託児童に対して適切な援助及び生活指導を行う

ことができる形態であること

等の要件を課すこととしている。

なお、ファミリーホームの単価の詳細については、後日交付要綱にて

お示しする予定であるが、単価の中に含まれているものについては次の

とおりである。

［事務費］

常勤職員１名、非常勤職員２名の人件費、その他旅費、庁費、職員

研修費、補修費等の管理費

概ね、児童一人当たり月額約１５万円程度（実員払いとする。地域

により異なる ）。

［事業費］

一般生活費、教育費、医療費等里親と同様

今後、この事業が増えることにより、家庭的な環境の下での養護の一
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、 、層の充実を図ることができるものと考えており 各自治体におかれては

ファミリーホームの推進に積極的に取り組んでいただくようお願いす

る。

（４）施設退所後の支援について

社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに当たっ

て、保護者等から支援を受けられない場合が多く、その結果様々な困難

に突き当たることが多い。このような子どもたちの自立への支援を進め

るとともに、自立した後も引き続き子どもを受け止め、社会的に自立で

きるよう継続的に支援を行うことが重要である。

このため、改正児童福祉法により児童自立生活援助事業（自立援助ホ

ーム）については、その充実・強化を図ることとしており、

① 高校進学率の上昇等を踏まえ、原則として満１８歳未満の者として

いた対象年齢を満２０歳未満まで引き上げる

② 都道府県に対し事業の実施を義務付けるとともに、事業の費用につ

いて負担金化する

③ 子どもの自主性を尊重する観点から、利用形態を「都道府県による

措置」から「子どもによる申込み」へ変更する

ことを内容とする見直しを行ったところである。

なお、自立援助ホームの単価の詳細については、後日交付要綱にてお

示しする予定であるが、単価の中に含まれているものについては次のと

おり（定員６名の場合）である。

［事務費］

常勤職員２名、非常勤職員１名の人件費、その他旅費、庁費、職員

研修費、補修費等の管理費

概ね、児童一人当たり月額約１９万円程度（実員払いとする。地域

により異なる ）。

［事業費］

一般生活費（概ね１万円程度）のみ

また、平成２０年度より、施設等を退所した子ども達が、生活や就業

に関して気軽にスタッフに相談できる体制を整備するとともに、自助グ

ループにおいて相互の意見交換等を行うことができるような場を提供す

、 「 」るなど 施設退所者等の地域生活を支援する 地域生活・自立支援事業

をモデル事業として実施しているところである。

各自治体におかれては、自立援助ホームの設置促進をはじめとした、

施設等を退所した子どもに対する自立支援施策に積極的に取り組んでい

ただくようお願いする。

55



（５）児童福祉施設等におけるケアの充実について

ア 施設の小規模化の推進

近年、児童養護施設をはじめとする児童福祉施設においては、虐待

を受けた子どもの入所が増加しているが、虐待等により愛着障害を起

こしている子どもに適切なケアを行い、他者との関係性を回復してい

くためには、これまでの大規模集団による養育では限界があり、でき

る限り家庭的な環境の中で、職員との個別的な関係性を重視したきめ

細かなケアを提供していくことが求められている。

このような趣旨から、ケア形態の小規模化を図るため、児童養護施

設、乳児院、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設を対象と

した小規模グループケアの実施並びに児童養護施設を対象とした地域

小規模児童養護施設の設置を進めており、子ども・子育て応援プラン

においては、平成２１年度までにあわせて８４５か所を計画的に整備

していくこととされている。

平成２０年７月からは小規模グループケアの複数設置（１施設あた

り２か所まで）を認め、地域小規模児童養護施設についても２か所目

（ ）以降の設置要件を緩和 本体施設の入所率：９５％以上→９０％以上

するなど、ケア形態の小規模化の一層の推進を図ることとしたところ

である。

平成２１年度予算（案）においては、このプランの最終年に当たる

ことから、引き続き計画に基づいた対象か所数の増を図ることとして

。おり、これを活用してケア形態の小規模化の推進に努めていただきたい

イ 基幹的職員の配置

報告書においては、社会的養護の質を確保するためには、その担い

手となる施設職員の専門性を確保しつつ、計画的に育成するための体

制を整備する必要があること、具体的には、施設において組織だった

ケアと人材育成が可能となるよう、自立支援計画の作成・進行管理、

職員の指導等を行う基幹的職員（スーパーバイザー）の配置を義務付

ける必要があることが指摘されている。

これを踏まえ平成２１年度予算（案）においては、施設における一

定の経験を有する者のうち、一定の研修を受け専門性を習得した者に

ついて基幹的職員として位置付け、これに要する費用の改善を図るこ

ととしたところである。また、都道府県が行う基幹的職員を養成する

ための研修事業を創設することとしたところであり、カリキュラム案

など具体的な内容については追ってお示しする予定である。

。これらの活用により基幹的職員の配置の推進に努めていただきたい
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ウ 児童家庭支援センターの拡充

児童家庭支援センターは、これまで地域に根ざした事業を展開して

きた児童福祉施設の相談指導に関する知見や、夜間・緊急時の対応、

一時保護に当たっての施設機能の活用を図るため、児童福祉施設へ附

置しなければならないこととされていた。

しかしながら近年、虐待等の相談件数が増加し、在宅の要保護児童

やその保護者に対する指導を適切に行うことの重要性が増している中

で、市町村などの機関においても、児童の相談支援を行う体制が整え

られてきた。

このように、必ずしも従来の児童福祉施設に限らず在宅の要保護児

童や保護者に対する相談支援を行うことができる機関も出てきている

ことから、改正法により児童家庭支援センターについて施設附置の要

件を廃止し、こうした機関についても、児童家庭支援センターとなる

ことを可能としたところである。

具体的な要件については、今後検討することとなるが、

・相談・支援を担当する職員を配置すること

・夜間や緊急時の対応が可能となる連絡体制を確保すること

・児童相談所など一時保護、ショートステイ等を実施できる機関と

連携体制が取れていること

等を考えており、現在児童虐待関係で相談機能を有する公的団体や民

間団体、妊産婦に対する相談支援を行っている医療機関などを想定し

ている。これらの機関を活用することにより児童家庭支援センターの

設置促進を図っていただくようお願いする。

エ 後期行動計画の策定について

改正児童福祉法により、次世代育成支援対策推進法に基づく都道府

県行動計画の策定に際し、社会的養護が次世代育成支援対策に含まれ

ることを法律上明確化したところである。これを踏まえ、地域の実情

（ ） 、に応じ改正する国の行動計画策定指針 厚生労働大臣等の告示 では

社会的養護体制の充実を図るため、社会的養護の提供量を見込む際に

勘案する事項のほか、家庭的養護の推進や施設機能の見直し、自立支

援策の強化、人材確保のための仕組みの強化等今後都道府県が計画を

策定するに当たっての方向性や考え方をお示しする予定である。さら

に、昨年１０月に実施した社会的養護ニーズ把握調査の結果等に基づ

き、社会的養護の提供量の見込み方については具体的な例をお示しす

ることとしているので、各自治体におかれては適切に社会的養護が提

供できる計画を策定していただきたい。
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（６）被措置児童等虐待の防止について

改正児童福祉法により、被措置児童等虐待の防止に関する事項を盛り

込み、被措置児童等の権利擁護を図るため、適切な対応のための仕組み

を整備することとしたところである。

今回の制度化では、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律

第８２号）が対応していない施設職員等による虐待に対応することをは

じめとして、社会的養護に関する質を確保し、子どもの権利擁護を図る

という観点から、下記のような事項が規定された。

・被措置児童等虐待の定義

・被措置児童等虐待に関する通告等

・通告を受けた場合に都道府県等が講ずべき措置

・被措置児童等の権利擁護に関して都道府県児童福祉審議会の関与

本年１月８日に開催された全国児童福祉主管課長会議において 「被、

措置児童等虐待ガイドライン（案 」について説明を行ったところであ）

るが、都道府県においては、被措置児童等虐待に関して、都道府県の関

係部局（社会的養護施設を所管する部局、障害児の施設を所管している

部局など）の連携体制や通告等があった場合の具体的対応等の体制をあ

らかじめ定めること、都道府県児童福祉審議会の体制を整備することに

加え、関係施設の協議会等との連携・協議を強化し、また、被措置児童

等への周知や子どもの権利についての学習機会の確保を図ることをお願

いする （関連資料36（184頁 ）。 ）

その上で、子どもの福祉を守るという観点から、被措置児童等の権利

が侵害されている場合や生命や健康、生活が損なわれるような事態が予

測される場合等には、被措置児童等を保護し、適切な養育環境の確保を

お願いする。また、不適切な事業運営や施設運営が行われている場合に

は、事業者や施設を監督する立場から、児童福祉法に基づき適切な対応

をお願いする。

すべての関係者が子どもの最善の利益の観点をしっかり持ち、法律事

項についてはもちろんのこと、運用面での取組も含め、被措置児童等虐

待の発生予防から早期発見、迅速な対応等のための様々な取組を総合的

に進めていただきたい。
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